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1. 目的と業務内容 

1.1 目的 

国連気候変動枠組条約（以下「UNFCCC」という。）第 21 回締約国会議（以下「COP21」と

いう。）において、すべての国が参加する公平で実効的な 2020年以降の枠組みとしてパリ協定が

採択された。我が国は、COP21 に先駆けて、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030 年度

に 2013年度比で総排出量を 26％削減することとした「日本の約束草案」を決定しており、これ

を踏まえ「地球温暖化対策計画」（平成 28年５月 13日閣議決定）が取りまとめられた。 

家庭部門においては、2030年度に 2013年度比で約４割削減する見通しを立てていることから、

効果的な削減対策の実施が喫緊の課題となっている。 

多くの諸外国では家庭部門の各種データを統計調査として整備している一方、我が国では家庭

部門の CO2排出実態やエネルギー消費実態等の詳細な基礎データの把握が不十分である。このた

め、今後の削減対策の検討や削減効果の検証等のために、早急に統計調査を整備する必要がある。

また、UNFCCCにより温室効果ガス排出・吸収目録（以下「インベントリ」という。）の毎年の

提出及びインベントリの精緻化が求められており、国際的に約束した削減目標について、精緻な

達成評価をするためにも重要である。 

これまで、平成 22年度から政府統計の整備に向けた検討を開始し、24～25年度に統計法に基

づく政府の一般統計調査「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査試験調査」（以下「試

験調査」という。）を実施し、また、26～27年度には、全国 10地方の計 15,000世帯以上を対象

として、調査員調査とインターネット・モニター調査（以下「IM 調査」という。）による「家庭

からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査全国試験調査」（以下「全国試験調査」という。）

を実施した。 

本業務は、試験調査及び全国試験調査で得られた知見をもとに最終的な設計を行った一般統計

等調査「家庭部門の CO2排出実態統計調査」（平成 28 年 11 月４日付総務省承認）（以下「家庭

CO2統計」という。）の IM調査に関し、を令和２年度に実施することを目的とするものである。 

なお、令和２年度に家庭 CO2統計を実施するためには準備から実査・集計・分析・公表等まで

に約３年間を要することから、本業務は平成 31年度（令和元年度）～令和３年度の３か年度にか

けて行うこととする。 

 

1.2 業務内容 

(1) 家庭 CO2統計令和２年度調査（IM 調査）の準備 

家庭 CO2統計の令和２年度調査の IM調査について、家庭部門の CO2排出実態やエネルギー消

費実態等の詳細な基礎データを把握することを目的として、全国 6,500 世帯を対象とし、令和２

年４月から令和３年３月までの１年間、電気・ガス・灯油等の使用量や属性事項等を調査する。 

平成 31年度は回答画面の作成等の調査の準備を行った。また、回収率の向上に向け、合理化・

効率化の観点から課題の整理を行い、改善の検討を行った。 

なお、本委託業務の実施に当たっては、統計法及び関係法令等を遵守して実施するとともに、
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調査票情報等のデータについては適切に管理を行い、環境省での保管が必要なデータについては

適切な時期に提供する。 
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2. 家庭 CO2統計令和２年度調査（IM 調査）の準備 

2.1 調査の準備状況 

 

表 2.1.1 IM 調査準備スケジュール 

 2019 年 2020 年 

 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

調査画面作成          □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ □ 

スクリーニング調査                 □ ■ 

対象者選定                  ■ 

 

(1) 調査画面作成 

平成 31年度調査と同様に、「電気」「ガス」「その他の燃料」の入力画面を独立させ、どのエネ

ルギー種からでも回答できる調査画面を用意した。 

なお、調査員調査でもオンライン回答画面を作成しており、同様の画面構成としている。 

 

 

図 2.1.1 燃料種選択画面 

 

上図のような画面から、月別に燃料種など回答するページを選択すると、電気使用量の回答ペ

ージやガス使用量の回答ページなどが表示され、それぞれに回答することができる。なお、灯油、

ガソリン、軽油については、月 1 回の検針票や領収書とは限らないため、一時保存することがで

きるようになっている。 
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(2) スクリーニング調査 

インターネット・モニターが調査の対象世帯の条件をクリアしているかを事前に確認するため

に、スクリーニング調査を調査開始前に実施した。 

 

表 2.1.2 対象世帯のスクリーニング条件 

スクリーニング項目 対象世帯の条件 

住居形態 店舗併用住宅でないこと 

熱供給の利用状況 熱供給を利用していないこと 

住居形態の変更 転居や増築の予定がないこと 

エネルギー使用量の把握状況 家庭のエネルギー使用量を把握できるこ

と 

調査協力意向 1年間調査に協力できること 

 

(3) 対象世帯選定 

対象世帯選定では、まずスクリーニング条件を満たしていることを必要条件とした。 

その他、調査結果の精度向上と 1 年間継続して調査に協力してもらうことができるよう同居人

数が 10 人未満であることや、タブレットや PCでも回答できること、スクリーニング調査での回

答データが登録しているインターネット・モニターの属性情報と齟齬がないこと、スクリーニン

グ調査の回答タイミングが極力早いことなどを考慮した。 

なお、IM調査の地方別都市階級別の対象世帯数は表 2.1.3 地方別都市階級別調査世帯数の事

前層化に従った。 

 

表 2.1.3 地方別都市階級別調査世帯数 

地方 都市階級① 都市階級② 都市階級③ 合計 

北海道 213 202 147 562 

東北 190 241 163 594 

関東甲信 497 517 83 1,097 

北陸 219 213 116 548 

東海 218 367 82 667 

近畿 305 387 65 757 

中国 206 265 109 580 

四国 228 136 174 538 

九州 292 197 163 652 

沖縄 123 244 138 505 

全国計 2,491 2,769 1,240 6,500 
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2.2  調査の合理化・効率化に向けた取組 

 

(1) 各画面ページに戻るボタンを設置 

調査画面の各ページに「戻る」ボタンを設置し、前ページに戻って回答のやり直しができるよ

うにした。例えば図 2.2.1 のような質問では、Q12 で「いずれも使用していない」を回答した場

合には Q12_2 は表示されず Q13 へ飛ぶ。Q12 でいずれかを使用していると回答した場合には

Q12_2が表示され、回答を求められる。回答者が Q12_2を見て、前問では誤解により間違った回

答をしたと気づいた場合、「戻る」ボタンにより前頁に戻り、Q12の回答を修正することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 燃料種選択画面 
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(2) 給湯器・給湯システムの回答精度向上対策 

使用している給湯器・給湯システムを問う質問は、本調査において重要な質問でありながら、

対象者が回答に迷うことが懸念されていた。そこで、令和 2 年度の夏季票では、回答補助として

イラストを挿入し、回答しやすくした。 

 

 

 

問 17 お宅にある給湯器・給湯システムをお答えください。 

※故障しているもの、他の世帯と共用のもの、集合住宅の共用部に設置されるものなどを除きます。 

※下記の給湯器・給湯システムの一例を参考にしてください。    【あてはまるものすべてに○】 

1 電気ヒートポンプ式給湯器（エコキュート、ネオキュート） 

2 電気温水器 

3 ガス給湯器（エコジョーズを含む）、ガス風呂がま 

4 ガス小型瞬間湯沸器（台所専用のもの） 

5 灯油給湯器（エコフィールを含む）、灯油風呂がま 

6 太陽熱を利用した給湯器 (注) 

7 ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル） 

8 家庭用燃料電池（エネファーム） 

9 その他（具体的に：                           ） 

10 給湯器・給湯システムはない 

(注) 太陽熱が不足する際に使用する機器（補助ボイラ等）についてもお答えください（太陽熱給湯の補助に、

例えばガス給湯器を使用する場合は「3」にも○をつけてください）。太陽光発電とは異なるものです。 

 

給湯器・給湯システムの一例 ※下図は一例のため、異なる形状のものもあります。 
 

  

1 電気ヒートポンプ式給湯器 
（エコキュート、ネオキュート） 

2 電気温水器 

 
  

3 ガス給湯器（エコジョーズを含む）、 
ガス風呂がま 

4 ガス小型瞬間湯沸器 
（台所専用のもの） 

5 灯油給湯器（エコフィールを含む）、 
灯油風呂がま 

裏面に続きます。 

エアコンの室外機と
同じ形状です。
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6 太陽熱を利用した給湯器 ※太陽光発電とは異なるものです。 

  

7 ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル） 8 家庭用燃料電池（エネファーム） 
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平成 31 年度 家庭部門の CO2排出実態統計調査 調査票 

（1） エネルギー使用量調査票（4 月分） 

（2） エネルギー使用量調査票（5 月分）例月票 

（3） 夏季調査票＜8 月末時点＞ 

（4） 冬季調査票＜2 月末時点＞ 
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(1) エネルギー使用量調査票（4 月分） 
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(2) エネルギー使用量調査票（5 月分）例月票 
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(3) 夏季調査票 ＜8 月末時点＞ 
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(4) 冬季調査票 ＜2 月末時点＞ 
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